
令和 6年度第 2回

物件番号    0013

埼玉県さいたま市中央区上峰 1-50-34
玉県 さいた 区上峰 1-9街 区

さいたま市建築基準法第43条第 2項第 2号許可基準

施 設 整 備 状 況

・越境物の状況については 1概要図」のとおりである。
・本地の南東側道路は、建築基準法第43条第2項第2号が適用される協定道路である。なお、協定道路 (台帳)と現況

]違 しているため、建物建築の際は、協定道路 (台帳)中心線から2m後退する必要がある。 (詳細は、入札案内
「18.特約条項及び資料の関覧」参照。)

。公営水道は、本地の東側道路に配管されているが、引き込む場合は国道管理者と事前協議が必要である。また、本
側道路の一部に私設管が配管されているが、引き込む場合は、私設管所有者及び協定道路所有者の同意が必

・公共下水道は、本地の東側道路及び南東側道路の一部に配管されているが、放流する場合は、国道管理者との事前
協議又は協定道路所有者の同意が必要である。
・宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定については、さいたま市に確認ください。
・本地は、さいたま市ハザードマップにおいて、浸水想定区域 (水防法に基づくもの)及び内水浸水想定区域 (水防
法に基づくものではない)に該当している。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)

・土地履歴調査の結果、本物件においては、有害物質の使用・保管が懸念される事業所による土地の利用及び所有は
れなかった。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の閲覧」参照。)

・地下埋設物調査 (ボーリング調査)の結果、本物件においては、特段支障となるものは埋設されていなかった。
(詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)

。本地の東方約10mには、首都高速埼玉大宮線 (高架)が通っている。

法令に基づく酪条件についての調査確認を行つてください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。

調件 書

最低売却価格   4800,000円  |
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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埼玉県さいたま市中央区上峰150-34

糸田 図

単位 :メ ー トル

協定道路 (台帳)

※ 法令等に基づく区域指定線等については概略線であり、必ずご自身において関係機関にご照会ください。
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物件番号    0013

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引表しとなりますので、必ず入ネL参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。


